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Ⅰ．はじめに

　会計基準設定主体国際フォーラム（Interna-
tional�Forum�of�Accounting�Standard�Set-
ters：IFASS）は、世界各国の会計基準設定主
体や財務報告関係機関が集まって、各設定主体
が取り組んでいる研究プロジェクトに関する議
論や国際会計基準審議会（IASB）の基準開発
へのインプットやサポートを行うための会議で
ある。年 2回、春と秋に定期的に開催されてい
る。なお、この会議体は、これまで各国基準設
定主体（NSS）会議と呼ばれていたが、今回の
会議から正式に上記の IFASS という名称に変
更された。
　なお、2011 年 3 月の会議から、カナダ会計
基準審議会（AcSB）前議長のTricia�OʼMalley

氏が、この会議の議長を務めている。今回の会
議は、2012 年 3 月 29 日と 30 日の 2 日間にわ
たりマレーシアのクアラルンプールで開催され
た。
　日本、マレーシア（ホスト国）、米国、カナ
ダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペ
イン、オーストリア、オランダ、ベルギー、ノ
ルウェー、スイス、中国、韓国、オーストラリ
ア、ニュージーランド、インド、シンガポー
ル、香港、台湾、サウジアラビア、パキスタ
ン、シリア、メキシコ、ブラジル、南アフリ
カ、スーダンの計 29 か国・地域の会計基準設
定主体に加え、IASB、欧州財務報告諮問グ
ループ（EFRAG）、国際公会計基準審議会（IP-
SASB）、IFRS 諮問会議（IFRS─AC）からの
参加者を合わせ、合計で 59 名が参加して行わ
れた。
　なお、IASBからはHans�Hoogervorst 議長、
Ian�Mackintosh 副議長、鶯地隆継理事、張為
国理事等が参加した。
　企業会計基準委員会（ASBJ）からは、西川
郁生委員長、加藤厚副委員長が参加し、小賀坂
敦主席研究員、井坂久仁子シニア・プロジェク
ト・マネジャー、筆者がオブザーバーとして参
加した。
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Ⅱ．今回の会議の概要

1．IASBと IFRS財団の最近の状況
　カナダ AcSB 及び IASB のシニアディレク
ターより、前回の会議（2011 年 9 月）以降現

在までの IFRS 財団と IASB の状況について説
明がなされ、議論が行われた。

No 議　題 担　当

3 月 29 日（木）

1 IASBと国際財務報告基準財団（IFRS
財団）の最近の状況

カナダAcSB

2 各地域グループからの報告 各地域グループ

3 IASBアジェンダ・コンサルテーション IASB

4 基準設定主体のモデル オーストラリア会計基準審議会（AASB）

5 米国における IFRS に関する状況報告 米国財務会計基準審議会（FASB）

6 各国の時事的な問題（Topical�issue）

⑴　法人所得税 EFRAG、英国会計基準審議会（ASB）、ドイツ会計基準
委員会（ASCG）

⑵　共通支配下における企業結合 EFRAG、イタリア会計基準委員会（OIC）、フランス会計
基準審議会（ANC）

⑶　開発費 ASBJ

⑷　外貨建転換社債の会計処理 インド勅許会計士協会（ICAI）

⑸　各国の小規模企業の会計基準 韓国会計基準委員会（KASB）

7 IFASS の運営について オーストラリアAASB

3 月 30 日（金）

8 ベストプラクティス文書 フランスANC、IASB

9 適用後レビュー IASB

10 影響度分析 EFRAG、英国ASB

11 公的セクターの概念フレームワーク IPSASB

12 会計単位 カナダAcSB

13 各国の時事的な問題

⑴　のれん償却と減損 イタリアOIC

⑵　継続企業の概念 英国ASB

⑶　営業利益の表示 韓国KASB
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（IFRS財団の状況）
　IFRS 財団の評議員会、モニタリング・ボー
ド（MB）、デュー・プロセス監督委員会
（DPOC）の主な取組みについて説明が行われ
た。
　評議員会とMB については、2012 年 2 月に
公表された次の報告書の説明がなされた。
・IFRS 財団評議員会による戦略レビューに関
する報告書

・IFRS 財団MBによるガバナンスに関する報
告書

　前者では、4 つの領域（①財団のミッショ
ン、②ガバナンス、③プロセス、④資金調達）
における IFRS 財団の今後の戦略の提言がなさ
れていること、後者では、IFRS 財団のガバナ
ンスの 3 層構造（IASB、評議員会、MB）の
維持や MB のメンバー資格の限定（IFRS を
「使用（use）」している国の規制当局とする）
が示されていることなどの説明があった。
　また、IASB のシニアディレクターから、
DPOC について、デュー・プロセス・ハンド
ブックの改訂に向けた作業や、IASB のウェブ
サイトの改善の取組みなどの活動状況が説明さ
れた。

（IASBの状況：IFRSの開発と改善）
　IASB の最近の IFRS の開発・改善に関する
取組みについて、IASB のシニアディレクター
から、次のプロジェクトを中心に報告がなさ
れ、議論が行われた。
・金融商品：分類及び測定、減損、ヘッジ
　…�IFRS 第 9 号の限定的な修正を検討するこ

とを決定し、減損も含め、FASBと共通の
解決策を検討中。ただし、ヘッジについて
は、同じ結論に至る可能性は低い。

・リース
　…�借手の定額費用処理の問題で、4月以降に

アウトリーチを実施予定。

・保険契約
　…�FASBとの間の差異の解消を検討し、今年
末までに何らかのデュー・プロセス文書を
公表する予定。

・投資企業
　…�円卓会議を終了し、4月から議論を再開予

定。特に投資企業の会計処理の親会社への
引継ぎを認めるかどうかを早めに議論する
予定。

　参加者との間では、特にヘッジのプロジェク
トについて議論があった。FASBの検討状況に
ついて参加者から確認があり、FASB理事から
は次のような回答があった。
・ヘッジのモデルは、分類・測定モデルの議論
に大きく左右される。本格的な再審議は、分
類・測定を終えてからになると考えている。

・IASB のヘッジ会計のモデルについては、①
どのような表示が利用者にとって役立つかと
②適格なヘッジ手段の定めが分類・測定モデ
ルと整合しているかという観点から十分な検
討が必要と考えている。

　他の参加者からは次のような意見もあった。
・IASB と FASB で分類・測定モデルを収斂さ
せたとしてもヘッジのモデルが異なると損益
が著しく不整合となる可能性があり、両者で
整合的なものを開発すべきである。（南アフ
リカ勅許会計士協会（SAICA））

・IASB のマクロヘッジに関する議論の方向性
に懸念がある。純額ポートフォリオ評価のモ
デルが提案されているが、新たな公正価値モ
デルの導入になりかねない。分類・測定のモ
デルを変更するのであれば、その関係も留意
すべきである。（ASBJ）

・欧州関係者はマクロヘッジを含めた IFRS 第
9 号「金融商品」の改訂を望んでいる。ただ
し、重要なのは関係者が納得する形での問題
の解決である。（EFRAG議長）
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2．各地域グループからの報告
　次の 4つの地域グループから、各地域におけ
る活動状況の報告がなされた。
・アジア・オセアニア会計基準設定主体グルー
プ（AOSSG）

・欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）
・ラテンアメリカ会計基準設定主体グループ
（GLASS）
・全アフリカ会計士連盟（PAFA）

⑴　アジア・オセアニア地域の活動報告
　AOSSG 議長（オーストラリア AASB 議長）
より、AOSSG の活動報告が行われた。昨年 11
月にメルボルンで第 3回 AOSSG 会議を開催し
たこと、また、それ以降も非公式会合などを実
施し、年に 3、4 回は会議を行っていることが
説明された。また、現在は次のような課題に取
り組んでいるとの説明があった。
・アジア・オセアニア地域における開発途上国
の基準設定能力向上のための支援の検討

・IFRS 財団評議員会の戦略レビュー報告書を
考慮した IASBとの協調関係の構築

・運営の継続性の強化（議長と副議長の任期を
1年から 2年に変更）

・AOSSG のメンバーシップの再検討
　また、次回は 2012 年 11 月にネパールのカト
マンズで開催予定であるとされた。IFASS 議
長から、IASB がグローバルな組織となるうえ
で非常に重要なグループであるとのコメントが
あった。

⑵　欧州地域の活動報告
　EFRAG 議長から、EFRAG のアクティブプ
ロジェクトや IASB の優先プロジェクトへの対
応、エンドースメント（承認）の助言プロセス
についての最近の活動状況の報告が行われた。
主な内容は以下のとおりである。
・前回会議以降、法人所得税と共通支配下にお

ける企業結合のプロジェクトで、それぞれ討
議資料を公表し、現在コメントを募集中であ
る（後述 6．⑴及び 6．⑵参照）。

・財務諸表の注記に関するフレームワークにつ
いての討議資料の公表を検討しており、2012
年第 3 四半期を予定している。また、IASB
で開始する可能性の高い開示フレームワーク
のプロジェクトへの統合も考えている。

・IASB が公表した収益認識の改訂公開草案の
内容について、欧州でフィールドテストを行
ってきた。次は一般ヘッジのモデルについて
フィールドテストを考えている。

・連結に関する基準など、IASB 公表基準のエ
ンドースメントの助言のための作業を行って
いる。IFRS 第 10 号「連結財務諸表」の原
則ベースのモデルは歓迎しているが、その適
用には時間が必要と考えている。

⑶　ラテンアメリカ地域の活動報告
　GLASS は、2011 年 6 月に、ラテンアメリカ
地域の 12 か国が参加する地域グループとして
設立されている。この GLASS の理事会の理事
を務めるメキシコの参加者から、最近の活動状
況について報告が行われた。
　IASB に対するラテンアメリカ地域の意見形
成を図るため、各種のワーキング・グループを
設置し、検討を行っていることが紹介された。

⑷　アフリカ地域の活動報告
　PAFA は、2011 年 5 月 に、南アフリカ
SAICA が中心となり設立されている。SAICA
の参加者から、最近の活動状況について報告が
行われた。
　前回会議以降、組織の戦略を策定し、5月に
は全体会合も予定していることなどが説明され
た。
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3．IASBアジェンダ・コンサルテーション
　2011 年 7 月に、IASB は今後 3年間の活動の
方向性に関する意見を募集する協議文書「ア
ジェンダ・コンサルテーション 2011─意見募
集」を公表している。今回の会議では、IASB
のシニアディレクターから、この意見募集に対
して寄せられたコメントの概要が報告され、今
後の予定についての説明がなされた。
　コメントでは、4つの優先プロジェクト（金
融商品、収益認識、リース、保険契約）の完了
や IFRS の維持管理、概念フレームワークの取
組みなどの重要性を強調する意見が多く、ま
た、個別の領域で取り組むべきとの意見が多か
ったものとして、次の項目が挙げられた。
・業績報告とOCI（リサイクリングを含む）
・農業
・料金規制活動
・共通支配下取引
・排出量取引スキーム
・採掘活動
　さらに、今後の戦略として、概念フレーム
ワークの進め方（資産や負債の定義など個別プ
ロジェクトと関連性の高い問題から取り組む
か）や IFRS 解釈指針委員会のプロセスの見直
しを通じたIFRSの維持管理の強化、証拠（evi-
dence）に基づく基準設定プロセスの構築、
NSS の支援や外部の調査研究の活用などを検
討しているとの説明があった。
　参加者からは次のような意見があった。
・IFRS─AC でもこのテーマについてさまざま
な議論があった。アジェンダ設定プロセスに
おいて IFASS をはじめとする外部のグルー
プをどのように活用するかなどが今後重要で
ある。（IFRS─AC副議長）

・現在の 4つの優先プロジェクトが容易に進ま

ない理由として、最初の段階での問題点の議
論不足という面もあるだろう。十分な調査や
緊急性と重要性のバランスが必要である。
（FASB理事）
・IASB の予備的な分析による方向性を基本的
に支持する。静止期間（period�of�calm）を
設け、その間に IFRS の維持管理を進めるこ
とを期待している。ただし、OCI とリサイ
クリングの論点は、概念レベルでの検討は長
期にわたる可能性があるため、別個に議論す
ることも検討すべきである。（ASBJ）

4．基準設定主体のモデル
　オーストラリアAASB は、各国のNSS がグ
ローバルな会計基準の開発に貢献し、効果的な
活動を行うのに役立つ基礎を提供することを目
的として、NSS が備えるべき特性などを示し
た NSS の「モデル」の開発を行っている1。モ
デル案は次の項目で構成されている。
・焦点・目的
・対象企業
・質的特性（NSS が備えるべき基本的な特性
と補強的な特性）

・デュー・プロセス（透明性、開示及び説明責
任、費用対効果、適用後レビュー等）

・規制当局との関係
　例えば、基本的な特性には、①公益のための
行動と中立性、②独立性、③客観性が、補強的
な特性には、④能力（広範な専門能力の保持）、
⑤有効性、⑥効率性が挙げられている。
　モデル案の内容は、プロジェクトチームによ
り事前に検討が行われてきており、日本もその
メンバーに参加している。今回の会議では、前
回の会議（2011 年 9 月）からの主な変更点や
事前の検討において課題とされたいくつかの論

1　前回まで「基準設定主体のフレームワーク」という表題が使われていたが「フレームワーク」という用語は
誤解を招きかねないといった意見などを踏まえ、今回から「モデル」という用語が使われている。
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点（NSS が独自に IFRS の解釈を出す可能性の
ある状況の記述など）が説明された。
　このモデル案について、ASBJからは、ベス
トプラクティス文書（後述 8．参照）における
検討事項との共通点が多いため、両者を合わせ
て検討する必要があると指摘している。AASB
から、モデルの最終化はベストプラクティス文
書の改訂の完了後に行うものとし、現段階では
あくまで草案として公表したいと考えていると
の説明があった。
　他の参加者からの主な意見は次のとおりであ
る。
・IFRS 適用上の一般的な問題と、特定の業種
や地域に関連した問題を区別し、後者は、各
国の基準設定主体がその業務を補完すること
が有用である。（IFRS─AC副議長）

・ベストプラクティス文書の改訂後に最終化を
行う方向性に同意する。ただし、モデル案で
は、各 NSS と IASB との関係をパートナー
シップと表現している一方、ベストプラク
ティス文書では「補完的役割」と表現してい
るなど、相違が見られ、両者の調整が必要で
ある。（FASB理事）

・アフリカでは、地域の基準設定主体のグルー
プを昨年から設立しており、このような文書
は非常に有用である。（南アフリカ SAICA）

　IFASS 議長からの提案もあり、再度、
IFASS メンバーに回付して必要な修正を行っ
たのち、「草案」としてモデル案をウェブサイ
トに公表する方向で概ね合意された。

5．米国における IFRSに関する状況報告
　FASB 理事より、米国における最近の IFRS
の動向について、特に、米国証券取引委員会
（SEC）スタッフの現在の作業状況と今後の予
定を中心に報告がなされた2。
　IFRS の適用に関するワークプラン（2010 年
2 月に SEC が公表）に基づく作業が行われて
おり、フィールド・ワークを終え、SEC ス
タッフは現在、次の 2つの作業を進めている状
況にあると説明された。
・ワークプランに基づく発見事項をまとめたス
タッフレポートの最終化

・SECスタッフによる委員会への提案（Recom-
mendation）の策定

　前者の公表が最短でも 5 月となり3、前者を
先に公表し、その後に後者の提案が行われる予
定であること、米国における大統領選挙の影響
を受ける可能性もあることなどが説明された。
現在、FASBの実質的な役割を含んだエンドー
スメントのメカニズムの検討が行われており、
次のような点を促進するメカニズムの構築が課
題と考えられているとの説明があった。
・米国会計基準からの移行によるコストに見合
う便益があること

・米国において政治的に受け入れられるもので
あること

　参加していた IASB の議長からは、次のよう
な発言があった。
・決定時期に関する直近の SEC スタッフの話
は非常に残念なものであった。決定時期の遅
延により、MBのメンバー間でも懸念が生じ
ている。

2　本セッションは、米国 SECスタッフから報告される予定であったが、諸事情で欠席となり、代わりに FASB
理事から報告が行われたものである。SECの見解を代表するものではなく、主に、SECスタッフの公開でのス
ピーチや、直近で開催された米国財務会計基準諮問委員会（FASAC）の会議における SEC スタッフの説明に
基づく報告であるとされた。
3　昨年 12 月の米国公認会計士協会（AICPA）年次会議の中で、SEC主任会計士は「追加の数か月（additional�
few�months）が必要である」と述べ、その後、SEC スタッフはその用語を「2、3 か月よりも長いが、何か月
もというよりは短い（More�than�a�couple�and�less�than�many）」と定義している。
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・FASBとのコンバージェンス作業には数年間
にわたり膨大な労力をかけてきた。しかし、
SEC の明確なコミットメントなしには苦し
いものとなり始めている。欧州、ラテンアメ
リカやカナダのような IFRS へのコミットメ
ントが必要である。

　他の参加者からは、以下のような意見もあっ
た。
・SEC 主催の円卓会議に FASB 議長とともに
参加した際には、利用者から IFRS の情報の
質への懸念が示されていた。米国会計基準は
国際的な基準として認識されており、移行に
は、そのコストに見合う便益の説明が必要な
のであろう。（IFASS 議長）

・IFRS の利用の便益について、米国の利用者
の意見は分かれているはずで、決定時期の遅
延を正当化するものとは思わない。（IASB
副議長）

　その他、フランス、オーストラリア、英国の
参加者などからも SEC の意思決定時期の遅延
に対する懸念が示されていた。FASB理事から
は、SEC のスタッフも懸念を十分理解してい
るはずだが、財務報告の改善が目標であり、品
質を無視はできず、コストが便益に見合う仕組
みを見つけ出していくことが必要であろう、と
の意見が述べられた。

6．各国の時事的な問題（Topical issue）
　本セッションは、2010 年 4 月の NSS 会議以
降、議題として取り上げられている。IFRS の
適用に際して、各国で直面している問題や懸念
等について参加者間で情報共有を図り、IASB
に対して情報のインプットを行うことを目的と
したセッションである。
　今回の会議では、各国から次の論点が挙げら

れ、議論が行われた。
・法人所得税（EFRAG、英国 ASB、ドイツ
ASCG）

・共通支配下における企業結合（EFRAG、イ
タリアOIC、フランスANC）

・開発費（ASBJ）
・外貨建転換社債の会計処理（インド ICAI）
・各国の小規模企業の会計基準（韓国KASB）

⑴　法人所得税
　EFRAG は、英国 ASB、ドイツ ASCG とと
もに、プロアクティブ・プロジェクトとして
IAS 第 12 号「法人所得税」の見直しを検討し
てきている。今回の会議では、2011 年 12 月に
公表した討議資料「法人所得税の財務報告の改
善」4 の概要について説明がなされた。
　討議資料は 2部構成となっており、第 1部で
は、現行の IAS 第 12 号の改善として、利用者
の視点から、税率調整に関する開示の充実や繰
延税金の割引、不確実な税務ポジションの取扱
いなどの検討が行われている。第 2部では、よ
り根本的な問題として、法人所得税の会計処理
について、以下の 5 つのアプローチが提示さ
れ、比較検討が行われている。
・一時差異アプローチ
　…現行 IAS 第 12 号のアプローチ
・フロースルー・アプローチ
　…�各期の利益に課される税金をその期の税金
費用とし、配分を認めないアプローチ

・部分的配分アプローチ
　…�将来の追加的な税金支払につながると予想
される範囲内で期間差異の影響を認識する
アプローチ

・評価調整アプローチ
　…�期間差異の影響を、繰延税金という別建て

4　原文は以下を参照。
　http://www.efrag.org/Front/n2-875/Discussion-Paper--Improving-the-Financial-Reporting-of-Income-Tax-.aspx
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の項目とはせず、関連する資産・負債の調
整として扱うアプローチ

・アクルーアル・アプローチ（期間差異アプ
ローチ）

　…�報告期間のすべての取引（一時差異でない
ものも含む）の税効果を反映し、税金費用
を算定するアプローチ

　本討議資料は、法人所得税の会計処理の議論
の出発点として、論点とその分析を提示して議
論を促すことを目的としていると説明された。
参加者からは、このような複雑な論点への取組
みを称賛する意見などがあった。

⑵　共通支配下における企業結合
　EFRAG から、2011 年 10 月に公表した討議
資料「共通支配下における企業結合の会計処
理」5 の概要について報告がなされた。
　現行の IFRS では、共通支配下の企業間の企
業結合を扱う明示的な基準がなく（IFRS 第 3
号「企業結合」は範囲から除外）、実務におい
て多様な会計処理が生じているといわれてい
る。EFRAG は、イタリア OIC、フランス
ANC とともにこのテーマをプロアクティブ・
プロジェクトとして検討してきており、討議資
料はその成果として公表されたものである。
　この討議資料では、共通支配下の企業結合の
会計処理について、主に、IFRS 第 3 号の取扱
い（取得法）の類推が適当かどうかという視点
から、①常に類推できる（取得法）、②類推は
適切ではない（簿価引継又はフレッシュ・ス
タート法）、③意思決定に有用な情報となる場
合のみ類推できる、といった 3つの見解が示さ
れている。
　また、類推可能かどうかの検討に影響する可

能性のある共通支配下の企業結合に固有の特徴
として、次のような点が挙げられている。
・利用者（親会社・非支配株主・債権者）の情
報ニーズの多様性

・取得企業の識別の困難性
・市場ベースの取引の欠如
　なお、討議資料における検討の範囲は、譲受
企業の連結財務諸表における当初の認識と測定
のみとされており、個別財務諸表は対象とされ
ていない。
　参加者からの主な意見や質問は以下のとおり
である。
・こうした取組みを歓迎するものの、南アフリ
カでは個別財務諸表にも IFRS を適用してお
り、個別財務諸表の会計処理を扱っていない
のが残念である。（南アフリカ SAICA）

・意思決定に有用な情報となる場合のみ類推で
きるという見解では、既存の非支配株主と将
来の投資家のいずれの利用者を想定している
のか。（FASB理事）

　（これに対しては、既存の非支配株主である
との回答があった。）

⑶　開発費
　ASBJから、IFRS に基づく開発費の資産計
上に関する調査結果の報告を行った。
　現行の IAS 第 38 号「無形資産」では、開発
局面の支出について、所定の要件6 をすべて立
証できる場合に限って資産の認識を要求してい
る。この取扱いについて、ASBJは、IASB の
アジェンダ・コンサルテーションに対するコメ
ントの中で、適用後レビューを実施し、適用上
の問題の有無の調査が必要であるとの意見を述
べている7。

5　原文は以下を参照。http://www.efrag.org/Front/n2-815/BCUCC-Discussion-Paper.aspx
6 　技術上の実行可能性、使用・売却等の意図、能力などの 6つの要件（IAS 第 38 号第 57 項）。
7　ASBJからのコメントレターは以下を参照。
　https://www.asb.or.jp/asb/asb_ j/international_issue/comments/20111130.pdf
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　今回の会議では、IFRS 適用企業における開
発費の資産計上の開示事例を用いて ASBJが
行ってきた調査の結果報告を行った8。この調
査は、2007 年度から 2010 年度までの IFRS 適
用企業 63 社のアニュアルレポートを用いて各
社の「資産化率」9 などを調査し、資産計上に
ついて、業種間及び業種内の企業間の比較分析
を行ったものであり、分析の補完のため、日本

の企業数社へのヒアリングも行っている。
　調査の結果、資産化の傾向等から、企業を次
の 4つのグループに分類できるとし、分類Ⅲの
業種について企業間の資産化率等のばらつきが
特に見られたこと、ヒアリング等も通じて、資
産化のための要件（「技術上の実行可能性」な
ど）の立証の困難性も見られたことなどの説明
を行った。

　ただし、資産計上の判断プロセスや根拠、
「立証」の解釈、事後の測定、費用対効果など
の分析には、既存の開示情報のみでは調査に限
界があるため、適用後レビューの実施を通じて
検証していくことが適当であるとの提案を行っ
た。
　参加者からの主な意見は次のとおりである。
・IFRS 第 3 号と IAS 第 38 号には、ある意味
共通の論点がある。挙げられた点は、基準で
判断が必要な領域のものであることは明らか
であり、おそらく、適用後レビューの実施に
関する何らかの出発点にもなり得るだろう。
（ドイツASCG）
・調査結果からは、業種別で整合性がある分類
も見られ、単純な状況では IAS 第 38 号が機

能しているようにも見える。資産化の判断規
準の開示が十分でない可能性もあり、基準の
変更ではなく開示の充実の方がよいのかもし
れない。（IFASS 議長）

・この問題を関連当局と議論したことがある。
この定めが主観的で判断を要する問題である
という点に皆が同意し、企業内の会計方針の
開示を求め、保守的か否かの度合いがわかる
ようにした。（IPSASB）

・この分野に関する学術調査（academic�re-
search）が多くあり、調査してはどうか（米
国では、ソフトウェア開発費用の資産化の基
準10 に関連した学術研究も多くある）。
（FASB理事、英国ASBディレクター）
　ASBJからは、補足として、公正価値による

8　ASBJでは、同様の開示事例の調査を過去に実施しており、2009 年 4 月及び 9月のNSS 会議において調査結
果の報告を行っている。それらのNSS 会議の概要は、以下を参照。
　https://www.asb.or.jp/asb/asb_ j/iasb/liaison/
9 　「当期における資産計上された社内発生開発費」の「当期の研究開発支出額」に対する比率。

分　類 業　種 開発費の取扱い

Ⅰ 製薬、食品・飲料・
日用品、化学、通信

資産計上を全く行っていない、又は、ほとんど行っていない。

Ⅱ 自動車 資産計上を行っている。資産化率は高いものの、企業間で多少のばらつ
きが見られる。

Ⅲ 自動車部品、電機、
重電

資産計上を行っている企業と行っていない企業が混在している。前者の
企業では、資産化率にかなりのばらつきが見られる。

Ⅳ その他 業種としての傾向を特定できず、ⅠからⅢのいずれにも該当しない。
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開発費の資産化は、自己創設のれんの認識が将
来利益の計上につながりかねず、避けるべきと
考えていると述べ、また、IAS 第 38 号の資産
化の定めを実質的なオプションと捉える意見も
過去に聞いてきたが、オプションと扱ってよい
問題とは考えておらず、検討していく必要があ
るとの意見を述べた。
　IFASS 議長からは、このテーマのさらなる
調査について支持があるだろうとの意見があっ
た。また、オーストラリアAASBから、ASBJ
の作業とも関連した作業として、企業結合にお
ける無形資産の取得に関する当初の会計処理の
調査結果について、次回の会議で報告したいと
のコメントがあった。
　詳細については、本誌 102 ページの「IFRS
における開発費に関する調査」を参照くださ
い。

⑷　外貨建転換社債の会計処理
　インド ICAI より、外貨建転換社債の発行者
側の会計処理に関して直面している問題の報告
がなされ、改善案が提示された。
　このインドの外貨建転換社債は、発行者の自
国通貨以外の通貨で発行され、発行者の資本へ
の転換権を伴う負債と資本の混合商品である。
IAS 第 32 号「金融商品：表示」では、通常の
転換社債であれば、社債部分を負債、転換権部
分を資本として分離処理することになるが、こ
の外貨建転換社債については、IAS 第 32 号の
負債と資本の区分に関する原則（いわゆる固定
対固定の原則11）を満たさず、全体として金融
負債に区分され、会計処理される（転換権部分

の評価損益が毎期純損益で認識される）と解さ
れている。このため、利益のボラティリティが
増し、企業の業績評価に際して誤解を招く数値
となっているとの説明があった。
　インドの国内会計基準では、IAS 第 32 号の
規定を導入しつつも、当該社債については、よ
り実質を考え、転換価格が固定されている限
り、転換権部分を資本として扱うよう修正して
いるとされ（いわゆるカーブアウト）、IASB
もそのような修正を検討すべきとの提案がなさ
れた。
　IASB の理事からは、過去に IFRS 解釈指針
委員会でこの問題を検討した際には、別途、資
本の特徴を有する金融商品のプロジェクトで対
処する問題と考え取り上げなかったが、アジェ
ンダ・コンサルテーションの結果、再度当該プ
ロジェクトが取り上げられれば検討されること
になろう、とのコメントがあった。

⑸　各国の小規模企業の会計基準
　韓国 KASB から、各国の小規模企業向け会
計基準の調査結果について報告が行われた。
　韓国では 2011 年から、会計基準の適用につ
いて次の 2階層の仕組みに移行している。
①　上場企業の会計基準
　─IFRS（K─IFRS）
②　非上場企業の会計基準
　─従前の韓国会計基準（K─GAAP）
　しかし、韓国の小規模企業の間の K─GAAP
でも過度な作成負担があるとの懸念から、小規
模企業団体や関連政府機関による会計基準の簡
素化の動きが生じており、小規模企業向けの会

10　米国財務会計基準書（SFAS）第 86 号「販売、リース又は他の方法により売却するためのコンピュータ・ソ
フトウェアのコストの会計処理」（現在は、FASB による会計基準コード化体系Topic�985「ソフトウェア」に
取り込まれている）。
11　発行者自身の資本性商品で決済され、固定数の資本性商品の引渡又は受取と引き換えに固定金額の現金の引
渡又は受取を行う契約は、金融資産又は金融負債の定義を満たさず、資本性商品として分類するという原則。
インドの外貨建転換社債は、転換権の行使時に交換される金額が機能通貨の観点からは変動するため、固定金
額の現金の引渡しに該当せず、この原則を満たさないと解されている。
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計基準を新たに設けるか（3 階層とするか）、
KASB も加わって、現在検討を行っていると
の説明があった。
　会議では、各国の状況の調査結果が、小規模
企業の定義、外部監査の有無、基準設定権限の
所在、基準の主な特性等に整理されて提示され
た。小規模企業の定義は各国でさまざまである
が、ほとんどの国で、基準の簡素化や開示規定
の削減が行われていること、設定権限は NSS
に限定されず、立法機関の場合もあることなど
が示された。
　参加者からの主な意見は次のとおりであっ
た。
・米国では、非公開企業の会計基準について意
思決定のための異なるフレームワークの構築
を検討しており、経験を共有できるだろう。
（FASB理事）
・日本では、中小企業向けのガイダンスが
2005 年に公表され、より小規模な企業のた
めの簡易なガイダンスも直近で公表されてい
る。ただし、「会計基準」という表現は用い
ないようにしている。（ASBJ）

7．IFASSの運営について
　オーストラリア AASB 議長より、今後の
IFASS の運営に関して、議長選任のプロセス
の確認などが行われ、主に次のような点が概ね
合意された。
・議長は、基準設定主体が提供し、その責任を
負うこととする。

・議長の任期は 3年から 2年とするが、希望が
あれば 3年行うことも可能とする。

　ASBJからは、議長選任の投票プロセスを構
築するのであれば、IFASS のメンバーシップ、
母集団の確立もある程度必要であるとの意見を

述べた。
　また、IFASS 会議の開催場所についての意
見交換がなされ、次々回（2013 年上期）はブ
ラジルで開催することで合意された（なお、
2014 年上期と 2015 年上期では、それぞれイン
ドと日本が開催地の候補に挙げられている）。

8．ベストプラクティス文書
　IFASS では、2006 年 2 月に公表された「ベ
ストプラクティス文書（Statement�of�Best�
Practice）：IASB とその他の会計基準設定主体
との協力関係」12 の見直し作業を昨年より行っ
ている。当該文書は、各国基準設定主体
（NSS）と IASB との関係について記述したも
のであり、IFRS との関係の中で、IASB が行
うべき活動、NSS が行うべき活動などが示さ
れている。見直し作業は、フランス、ドイツ、
イタリア、英国、日本で構成されるワーキン
グ・グループが中心となり見直し作業が行われ
ている。
　今回は IASB 側から、新たな検討文書とし
て、覚書（Memorandum�of�Understanding）
形式の草案が提示され、IASB 副議長から内容
の説明が行われた。この覚書は次の項目から構
成されている。
・IASBにとってのIFASSの役割の重要性（概
要や確立すべき原則など）

・運営上のパートナーシップ（IASB の基準設
定の各段階で実施可能な活動の例など）

　 補完的役割（complementary�role）
　 調査及びアジェンダ設定
　 利害関係者の見解の募集
　 アドプション又はエンドースメント
　 �適用（implementation）（適用後レビュー
や IFRS の解釈）

12　IASB ウェブサイトに掲載されている。以下を参照。
　http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Working+relationships+with+local+standard+setters.htm
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　 IFRS の理解に際しての利害関係者の支援
　IASB 副議長からは、IASB と各国の NSS と
の関係をより正式なものにするため、互いの関
係をより現実的な形で記述したとの説明があっ
た。
　続いて、ワーキング・グループのフランス
ANC 議長より、覚書の内容についていくつか
の懸念事項が示された。NSS は IFRS の開発に
際しての機械のパーツではなく、よりバランス
のとれたパートナーシップの関係が必要である
こと、サプライチェーンや補完的役割といった
ものでなく、NSS の多様性を尊重した「ネッ
トワーク」の構築が重要であること、などが述
べられた。
　その他、参加者からは、主に次のような発言
があった。
・解決すべき問題は多くあるが、NSS の主権
と独立性を維持しつつ、IASB とより正式な
関係を構築していく方向性には同意する。
（英国ASB）
・IASB と我々の関係を見直し、互いの協調関
係を明確にしていくという目的には同意す
る。ただし、覚書のような形式での文書とす
ると、法的強制力も伴うように見え、懸念す
る。（ASBJ）

・草案の記載はNSS 側の役割に編重しており、
IASB との関係が対等でないように見える。
互いの権利と義務をバランスよく記載すべき
である。（イタリアOIC 他）

・2006 年の文書作成当時と比較して、IASB と
NSS との関係構築は進んでいる。両者がど
う基準開発において協調していくかを記載す
ることが重要である。（IFASS 議長）

・「基準設定主体のモデル」（4．参照）の草案に
は、IFRS の解釈に対する各国のNSS の権限
に関する記述がある。こちら側の文書でその
点をどう扱うか注視している。（ASBJ）
・この文書について多くの問題があるとは思わ

ない。ただし、検討すべき項目もある。例え
ば、文書では、二者間の関係が想定されてい
るが、IASB との関係は複数の当事者間とな
りつつあり、その論点が欠けている。
（FASB理事）
　IFASS 議長から、草案を出発点として、参
加者の意見を踏まえて、不足や修正すべき点の
検討作業をワーキング・グループに依頼したい
との提案がなされた。また、地域グループに特
有の論点については、EFRAG や AOSSG など
各地域グループで追加が必要な項目等を検討
し、ワーキング・グループに提案することとさ
れた。

9．適用後レビュー（Post-implementation 
review）

　IASB のシニアディレクターより、適用後レ
ビューの取組み状況について説明がなされた。
IASB の適用後レビューは、基準の開発段階で
議論のあった論点や、予想外のコストや適用に
際して生じている問題を対象に見直しを行い、
解決策を提供するための枠組みである。最初の
項目として、IFRS 第 8 号「事業セグメント」
に関する手続が現在進められている。
　現在は、具体的に検討すべき論点の把握や、
論点の調査のための計画の策定段階にあるとさ
れ、現段階までに把握された IFRS 第 8 号の論
点などが示された（例えば、企業間のセグメン
トの不整合、地域別情報の欠如、セグメントの
集約規準の主観性・複雑性など）。
　また、今後、意見募集やワークショップの開
催、学術研究の調査などを通じて、把握した論
点に関する証拠を集め、分析していく予定であ
ると説明された。
　参加者からは次のような意見があった。
・米国では FASB の母体組織である財務会計
財団（FAF）が適用後レビューに取り組ん
でおり、学術研究の調査も行っている。重複
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とならないよう協調して進めることを期待す
る。（FASB理事）

・適用後レビューに NSS として協力している
が、既に学術研究の調査などがあるのであれ
ば、それらを文書に含めて意見募集を行うこ
とが関係者にとって役立つであろう。
（ASBJ）

10．影響度分析
　EFRAG から、2011 年 1 月に英国 ASB と共
同で公表した討議資料「会計基準の影響に関す
る検討」に寄せられたコメントの概要報告が行
われた。
　この討議資料では、会計基準の設定プロセス
にこれまで以上に影響度分析を組み込むことが
提案されている13。コメントでは、基本的にこ
のプロジェクトを支持する意見が多かったとさ
れ、また、個別の論点に対する関係者の意見が
紹介された。主な意見は次のとおりである。
・アジェンダの提案段階や適用後レビューの段
階なども含めて、基準設定プロセスの全体を
通じて影響度分析を組み込むべきである。

・「影響（effect）」の範囲を再検討すべきであ
る（「公共の利益に資する」という目的との
関連付けへの懸念）。

・NSS や他の機関など、より広範なグループ
の関与も検討すべきである。

・今後 IASB が、この影響度分析を請け負って
進めるべきである。

　EFRAG では、現在、これらのコメントに基
づき、フィードバック文書とポジションペー
パーを作成中であるとの説明がなされた。
　参加者からは次のような意見があった。
・EFRAG の取組みを支持している。また、影
響度分析の範囲に、マクロ経済的な影響を含

めることも支持している。ただし、その影響
を検討し、評価することは極めて困難という
点について明確化が必要である。そうした検
討に時間を取られれば、ダイナミックな基準
設定が失われることになる。（ASBJ）

・米国では、最近、米国商工会議所がリースプ
ロジェクトに関する経済的影響の調査報告書
を出した。会計基準が企業行動に影響を与え
る場合、どこまで考慮が必要か。「影響」と
は何を意味するかを定義することが重要であ
る。（FASB理事）

・マクロ経済的影響について、会計基準は中立
であるべきといわれるが、実際には、ある程
度影響もある。提案に反対はしないが、
IASB のような組織にとって難しい問題でも
ある。（IASB理事）

・マクロ経済的な影響の検討を基準開発のあら
ゆる段階で行うとなると、基準設定が遅延
し、ニーズに適時に応えることが困難となる
のを懸念する。（韓国KASB）

11．公的セクターの概念フレームワーク
　IPSASB から、現在取り組んでいる公的セク
ターの財務報告に関する概念フレームワークの
開発状況について報告が行われた。
　この開発は、2006 年に IFASS などとの共同
プロジェクトとして検討が開始されたものであ
り、公的セクターにおける主体（entity）の一
般目的財務報告の作成と表示に適用される概念
フレームワークの開発を目的としている。IP-
SASB では 2009 年にこの取組みを主要な戦略
項目と位置付け、現在、次の 4つのフェーズの
検討を進めているとの説明があった。

13　ASBJからもコメントを提出している。以下を参照。
　https://www.asb.or.jp/asb/asb_ j/foreign_operation/others/110831.pdf
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　各フェーズの公表文書には、IASB の概念フ
レームワークとの比較も示しており、基本的に
は IASB と異なる立場を追求するものではな
く、IASB の同プロジェクトの早期再開を期待
しているとの意見が述べられた。
　個々のフェーズでは、それぞれ公開草案等に
寄せられた意見を検討中であり、例えば、構成
要素と認識のフェーズでは、「強制力（enforce-
ability）」を負債の定義の基本的特性とすべき
かどうか、測定のフェーズでは、公正価値につ
いて、IASB の定義ではなく、より一般的に議
論していくかどうかなどを検討しているとの説
明があった。
　参加者からは、公正価値の定義を一般的に議
論する理由について質問があった。これに対し
ては、IFRS 第 13 号「公正価値測定」の公正
価値の定義が非常に具体的なものであったため
との回答がなされた。ただし、関係者の意見も
踏まえ、そうした方向性が適当か引き続き議論
していく予定であるとの説明がなされた。他の
参加者からは、次のような意見もあった。
・4 つのフェーズのほかに、OCI や開示につい
ての議論も含めていってはどうか。（オース
トラリアAASB）

・IPSASB と同様に、IASB も概念フレーム
ワークの検討を進めていく必要がある。
（IASB副議長）

12．会計単位（unit of account）
　カナダ AcSB から、「会計単位」の問題に関

する現在までの検討状況が報告された。
　このプロジェクトの目的は、会計処理すべき
単位を決定するための原則の開発であり、
IASB と FASB の概念フレームワーク・プロ
ジェクトにおける「構成要素及び認識」と「測
定」のフェーズに密接に関連するものと位置付
けられている。プロジェクトチームも組成さ
れ、英国、オーストラリア、カナダ、ブラジ
ル、韓国、シンガポール、南アフリカに加え、
日本もメンバーとなっている。
　今回の会議では、会計単位の定義として、次
のような暫定的な定義が示され、それに関連し
て、航空事業と採掘事業を題材に、事業の各場
面において会計単位をどのように考えるかにつ
いての設例が示された。
「会計単位とは、単一の構成要素として認識
される一組の権利又は義務であり、一般目的
財務報告のためにそれらの構成要素を集約
（aggregation）又は分解（disaggregation）
する水準である」

　参加者からの主な意見は次のようなものであ
った。
・会計単位は常に問題となる訳ではなく、異な
る単位とすることで異なる会計上の結果が出
てくる場合に関係する論点である。（FASB
理事）

・今回の提案では、具体的に想定している議論
の対象や場面が明らかでない。ボトムアップ
による検討を広い範囲でもう少し実施してい
く方がよい。ワーキング・グループのメン

フェーズ 項　目 公表物（2012 年 3月末現在）

第 1フェーズ 公的セクターによる一般目的財務報告 ・ED（2010 年 12 月公表）

第 2フェーズ 構成要素と認識 ・CP（2010 年 12 月公表）

第 3フェーズ 測定 ・CP（2010 年 12 月公表）

第 4フェーズ 表示 ・CP（2012 年 1 月公表）

ED：公開草案、CP：協議文書
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バーで科目を分担して調査し、共通の特徴、
ユニークな特徴などを把握していく作業が有
益であろう。（ASBJ）
・設例を用いて何を議論したいか目的が不明確
である。どのような場合に、会計単位を変え
ることで差異がでるか、範囲を絞る必要があ
る。（オーストラリアAASB）

　参加者からの意見を踏まえ、IFASS 議長か
ら、どのような場合に会計単位が重要となるか
を全般的な原則の中に含め、個別に関係する項
目をリストアップして、ASBJの提案のように
ボトムアップによる検討も行っていくことが提
案され、締めくくられた。

13．各国の時事的な問題
　前日の同セッションに続き、IFRS の適用に
関連した次の論点が取り上げられ、議論が行わ
れた。
・のれんの償却と減損（イタリアOIC）
・継続企業の概念（英国ASB）
・営業利益の表示（韓国KASB）

⑴　のれんの償却と減損
　イタリア OIC から、現行の IFRS 第 3 号に
おけるのれんの事後測定の取扱いについて、適
用後レビューの実施を求める提案が行われた。
　2004 年改正前の IFRS 第 3 号では、のれん
の 20 年以内の償却が求められていたが、償却
額の恣意性などを理由に改正され、厳格な減損
テストの実施を前提にのれんの償却は廃止され
ている。しかし、この取扱いについて、ここ数
年の国際的な研究の中には異論を唱える議論も
見られ、また、イタリアでは、金融危機の影響
の防止に十分でなかったとして疑問視する意見
も関係者から寄せられている。
　このような状況から、イタリア OIC では、
プロジェクトを立ち上げ、IASB の IFRS 第 3
号の適用後レビューの実施に合わせて十分なイ

ンプットを提供するため、IFRS 第 3 号当時の
改正が適当であったか（のれんを非償却とする
理由が妥当であったか）、調査を実施している
との説明がなされた。会議では、次の 4つの観
点から、イタリアにおける研究やこれまでの経
験について、説明が行われた。
・自己創設のれんの計上の禁止とのれんの非償
却との不整合

・財務諸表利用者のニーズへの対応
・金融危機におけるのれんの減損の影響
・のれんの減損と利益操作
　例えば、のれんの減損の情報価値について
は、一般に、その情報の公表前に市場は織り込
み済みであることが知られており、会議では、
金融危機の前後の市場の株価とのれんの減損情
報の関係を示した図などを用いてそうした点の
説明が行われた。
　また、今後のプロジェクトの進め方が示さ
れ、欧州その他の国や地域の利用者への質問状
の送付を行うことを予定しているとされた。
　参加者からの主な意見は次のとおりである。
・のれんの減損が導入されたことで作成者は取
得した事業の価値を非常に慎重に評価するよ
うになった。償却よりも非常に優位な情報が
得られると考えている。（IFRS─AC副議長）

・IASB のアジェンダ・コンサルテーションに
対するコメントの中で、のれんの取扱いに関
して我々も適用後レビューを求めている。イ
タリアの取組みを支援したい。（ASBJ）

・米国でものれんの減損テストに関して作成者
から多くの懸念を受けた。また、利用者は減
損の情報に満足していない。調査した情報を
シェアできるだろう。（FASB理事）

・利用者は減損テストの判断過程まで確認でき
ないため、検討に際しては、利用者だけでは
なく、作成者にも質問状を送ってはどうか。
（ASBJ）
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⑵　継続企業の概念
　英国ASB から、現在英国で行われている継
続企業と流動性リスクに関する作業について、
特に、現在、英国財務報告評議会（FRC）か
ら行われているシャーマン調査（Sharman� in-
quiry）の内容と寄せられたコメントを受けた
検討状況について報告がなされ、参加者との間
で意見交換が行われた。
　このシャーマン調査とは、2011 年 3 月に
FRC の専門パネルが公表したもので、継続企
業と流動性リスクに関する企業のプロセスの見
直しの提案について、関係者の意見を求めるも
のである。2008 年金融危機の当時、一部の銀
行などが無限定の監査意見を受けた直後に財政
難に陥ったことが議会などから注目されたこと
が背景にある。FRC は、調査に対するコメン
トを踏まえ、2011 年に予備的な報告書を公表
しており、例えば、次のような項目が検討され
ている。
・支払能力（Solvency）と流動性（Liquidity）
の双方の情報提供に関する整理、ストレステ
ストの必要性

・取締役、監査委員会、外部監査人の役割
　参加者からの主な意見は以下のとおりであ
る。
・FASBでも、金融危機後、継続企業の開示の
議論を行っている。継続企業の開示以前に、
流動性リスク・金利リスクの開示を議論すべ
きとの要請がある。（FASB理事）

・IFASS で議論すべき性質のものかやや疑問
である。各国の規制の中で検討すべきもので
あり、また、監査の問題のようにも見える。
（フランスANC）

⑶　営業利益の表示
　韓国 KASB から、韓国において K─IFRS の

適用に際して生じている「営業利益」の表示の
問題についての報告がなされた。
　従前の韓国基準（K─GAAP）では、営業利
益の表示が強制されており、持続的な利益を示
すものとして、利用者にも広く使われていた。
しかし、IFRS では営業利益の表示の強制がな
かったため14、K─IFRS への移行時に、IFRS
への準拠に反しない範囲で、財務諸表又は注記
での営業利益の開示の要求が追加された。ただ
し、営業利益の定義や内訳は定めなかったこと
から、現在では、営業利益は開示されることに
なったものの、その内訳にばらつきが生じ、企
業間の比較可能性の懸念という別の問題が生じ
ていることが説明された。
　韓国 KASB からは、この問題への対処策と
して以下の 3つの案が示された。
案Ａ：�IASB において独立のプロジェクトとし

て対処する。
案Ｂ：�各国の NSS がガイダンス（定義、含め

るべき項目など）を定め対処する。
案Ｃ：�各国の規制当局がガイダンスを定め対処

する。
　参加者からの主な意見は次のとおりである。
・メキシコでも多くの企業が営業利益を好んで
いたため同じような状況に直面した。有用な
ガイダンスが既にあり、基本的にはそれに従
っているであろう。（メキシコ）

・何を営業利益に含めるべきかではなく、何を
営業利益から省略できないかを特定する方法
も代替案として考えられる。（IFASS 議長）
・このような特有の表示は、OCI やリサイク
リングの問題なのか、首尾一貫した営業利益
のような概念の構築の問題なのか、困難な問
題を投げかけることになる。（FASB理事）

14　2003 年の IAS 第 1 号の改正で営業活動による損益の表示を求めないこととされている。
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Ⅲ．おわりに

　IFASS 議長から、次回の会議におけるテー
マとして、次のような候補が示された。
・IASB の作業計画
・各地域グループからの報告
・各国における時事的な問題（Topical�issue）
・ベストプラクティス文書
・ 財 務 諸 表 の 注 記 の フ レ ー ム ワ ー ク
（EFRAG）
・企業結合における無形資産の取得に係る調査
結果の報告（オーストラリアAASB）

・会計単位（カナダAcSB）
　次回の IFASS の会合は、2012 年 10 月にス
イスのチューリッヒで開催予定である。


